


第２章 学校における安全教育 

-�7 -

第２章 学校における安全教育

１ 安全教育の目標

２ 発達の段階に応じた安全教育の重点目標と教育課程

  幼 児 
＜重点目標＞ 

○ 日常の場面で、安全な生活習慣や態度を身に付ける。

○ 危険な場所での行動や事件・事故災害時には、教職員や保護者の指示に従い行動できる。

○ 危険な状態を発見したときは、教職員や保護者など近くの大人に伝えることができる。 

＜教育課程＞ 

幼稚園教育要領 「健康」 

健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。 

【ねらい】健康，安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け，見通しをもって行動する。 

【内容】危険な場所，危険な遊び方，災害時などの行動の仕方が分かり，安全 に気を付け

て行動する。 

※ 指導に当たって特に留意すること

小学校 

＜重点目標＞ 

 学校における安全教育の目標は、日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実

践的に理解し、自他の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うと

ともに、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるような資質や能力を養う。 

具体的な目標 

◇ 日常生活における事件・事故災害や犯罪被害等の現状、原因及び防止方法について理解

を深め、現在及び将来に直面する安全の課題に対して、的確な思考・判断に基づく適切な

意思決定や行動選択ができる。 

◇ 日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自他の安全に配慮して安全な行動をとるとと

もに、自ら危険な環境を改善することができる。 

◇ 自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及び地

域社会の安全活動に進んで参加・協力し、貢献できる。 

○ 安全に関する指導に当たっては、情緒の安定を図り、遊びを通して状況に応じて機敏に

自分の体を動かすことができるようにするとともに、危険な場所や事物などが分かり、安

全についての理解を深めるようにすること。 

○ 交通安全の習慣を身に付けるようにするとともに、災害などの緊急時に適切な行動がと

れるようにするための訓練なども行うようにすること。 
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○ 安全に行動することの大切さを理解し、安全のためのきまり・約束守ることや身の回り

の危険に気付くことができる。 

○ 危険な状態を発見した場合や事件・事故災害時には、教職員や保護者など近くの大人に

速やかに連絡し、指示に従うなど適切な行動ができる。 

○ 「生活安全「交通安全」「災害安全」に関する様々な危険の原因や事故の防止について

理解し、危険に気付くことができるとともに、自ら安全な行動をとることができる。

○ 中学年までに学習した内容を一層深めるとともに、様々な場面で発生する危険を予測

し、進んで安全な行動ができる。 

○ 自分自身の安全だけでなく、家族など身近な人々の安全にも気配りができる。

○ 簡単な応急手当ができる。

  ＜教育課程＞ 

小学校学習指導要領 総則１の２（３） 

学校における体育・健康に関する指導を，児童の発達の段階を考慮して，学校の教育活動

全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を

目指した教育の充実に努めること。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関す

る指導，安全に関する指導及び 心身の健康の保持増進に関する指導については，体育科，

家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教科，道徳科，外国語活動及び総合的な学習の時

間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また，それらの指導

を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関

する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われ

るよう配慮すること。 

＜主に関連する教科等の内容＞ 

教科等 学年等 内容 

体育 ５ 

保健領域 

 けがの防止について理解するとともに、けがなどの簡単な手当がで

きるようにする。 

・交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止

には、周囲の危険に気付くこと、的確な判断の下に安全に行動するこ

と、環境を安全に整えることが必要であること。

・けがの簡単な手当は、速やかに行う必要があること。

運動領域 ※ 各学年で安全に関する態度の内容を指導する。

社会 ３及び４  地域社会における災害及び事故の防止について、次のことを見学、調

査したり資料を活用したりして調べ、人々の安全を守るための関係機

関の働きとそこに従事している人々や地域の人々の工夫や努力を考え

るようにする。 

・関係機関は地域の人々と協力して、災害や事故の防止に努めていること。

・関係の諸機関が相互に連携して、緊急に対処する体制をとっていること。

低
学
年

中
学
年

高
学
年
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５  我が国の国土の自然などの様子について、次のことを地図や地球儀、 

資料などを活用して調べ、国土の環境が人々の生活や産業と密接な関 

連をもっていることを考えるようにする。 

・国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止

理科 ５  地面を流れる水や川の様子を観察し、流れる水の速さや量による働

きの違いを調べ、流れる水の働きと土地の変化の関係についての考え

をもつことができるようにする。 

・雨の降り方によって、流れる水の速さや水の量が変わり、増水により

土地の様子が大きく変化する場合があること。 

 １日の雲の様子を観測したり、映像などの情報を活用したりして、雲の

動きなどを調べ、天気の変化の仕方についての考えをもつことができるよ

うにする。天気の変化は、映像などの気象情報を用いて予想できること。 

６  土地やその中に含まれる物を観察し、土地のつくりや土地のでき方を調

べ、土地のつくりと変化についての考えをもつことができるようにする。 

・土地は、火山の噴火や地震によって変化すること。

生活 １及び２  学校の施設の様子及び先生など学校生活を支えている人々や友達の

ことが分かり、楽しく安心して遊びや生活ができるようにするととも

に、通学路の様子やその安全を守っている人々などに関心をもち、安全

な登下校ができるようにする。 

 自分たちの生活は地域で生活したり働いたりしている人々や様々な

場所とかかわっていることが分かり、それらに親しみや愛着をもち、

人々と適切に接することや安全に生活することができるようにする。 

図画工

作 

全学年  造形活動で使用する材料、用具の正しい使い方や手入れ、片付けの仕

方などの安全指導を行う。 

家庭 ５・６  実習で使用する熱源や用具、機械などの取扱いや手入れ、片付けの仕

方などの安全指導を行う。 

道徳 全学年  生命の尊重をはじめとして、きまりの遵守、公徳心、公共心など安全

な生活を営むために必要な基本的な内容について指導する。 

総合的な学

習の時間

５・６ 安全教育等にかかわる課題を取り上げた学習活動（例：学校や地域の

安全、交通安全、災害安全に関することなど） 

特別活動 全学年 目標に沿った学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事 

※ 学級活動では以下の点に留意して指導するようにします。

○ 安全な行動に関するきまり、生活の中に潜む危険の予測や、それに基づく安全な行動

の仕方について理解するとともに、複雑に変化する生活環境の中で、的確な判断の下に

きまりを守り安全な行動ができる資質や能力を養う。
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中学校 

＜重点目標＞ 

○ 小学校までに学習した内容をさらに深め、交通安全や日常生活に関して安全な行動を

とることができる。 

○ 応急手当の技能を身に付けたり、防災への日常の備えや的確な避難行動ができる。

○ 他者の安全に配慮することはもちろん、自他の安全に対する自己責任感を育成する。

○ 学校、地域の防災や災害時のボランティア活動等の大切さについても理解を深め、参加できる。

  ＜教育課程＞ 

中学校学習指導要領 総則１の２（３） 

学校における体育・健康に関する指導を，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動

全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を

目指した教育の充実に努めること。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関す

る指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については，保健体育

科，技術・家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教科，道徳科及び総合的な学習の時間

などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また，それらの指導を

通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関す

る活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われる

よう配慮すること。 

＜主に関連する教科等の内容＞ 

教科等 学年等 内容 

保健体

育 

保健分野 傷害の防止について理解を深めることができるようにする。 

・交通事故や自然災害などによる傷害は、人的要因や環境要因などが

かかわって発生すること。

・交通事故などによる傷害の多くは、安全な行動、環境の改善によって 

防止できること。 

・自然災害による傷害は、災害発生時だけでなく、二次災害によって

生じること。また、自然災害による傷害の多くは、災害に備えておく

こと、安全に避難することによって防止できること。

・応急手当を適切に行うことによって、傷害の悪化を防止することがで 

きること。また応急手当には、心肺蘇生等があること。 

○ 歩行者及び自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路及び交

通の状況に応じて、安全に道路を通行するために道路における危険を予測し、これを回避

して安全に通行する能力や態度を養う。 

○ 様々な災害の危険性や犯罪から身を守る対処の仕方について理解するとともに、災害発

生時には的確に判断し、安全な行動ができるような資質や能力を高める。 



第２章 学校における安全教育 

-�11 -

体育分野 ※ 各学年で安全に関する態度の内容を指導する。

社会 地理的分野 【自然環境】世界的視野から日本の地形や気候の特色、海洋に囲まれた日

本の国土の特色を理解させるとともに、国内の地形や気候の特色、自然災

害と防災への努力を取り上げ、日本の自然環境に関する特色を大観させる。 

【自然環境を中核とした考察】地域の地形や気候などの自然環境に関す

る特色ある事象を中核として、それを人々の生活や産業などと関連付け、

自然環境が地域の人々の生活や産業などと深い関係をもっていることや、

地域の自然災害に応じた防災対策が大切であることなどについて考える。 

理科 第２分野 

６ 

【地震の伝わり方と地球内部の働き】地震の体験や記録を基に、その揺

れの大きさや伝わり方の規則性に気付くとともに、地震の原因を地球内部

の働きと関連付けてとらえ、地震に伴う土地の変化の様子を理解すること。 

【自然の恵みと災害】自然がもたらす恵みと災害について調べ、これらを多

面的、総合的にとらえて、自然と人間のかかわり方について考察すること。 

美術 全学年  刃物類をはじめとした材料、用具の正しい使い方や手入れ、片付けの

仕方などの安全指導を行う。 

家庭 全学年  実習で使用する機械類、刃物類、引火性液体、電気、ガス、火気など

の取扱いや手入れ、片付けの仕方などの安全指導を行う。 

道徳 全学年  生命の尊重、遵法の精神や公徳心、公共心など安全な生活を営むため

に必要な基本的な内容について指導する。 

総合的な学

習の時間

全学年 安全教育等にかかわる課題を取り上げた学習活動（例：学校や地域の

安全、交通安全、災害安全に関することなど） 

特別活動 全学年 目標に沿った学級活動、生徒会活動、学校行事 

※ 学級活動では以下の点に留意して指導するようにします。

高等学校 

  ＜重点目標＞ 

○ 学校内外を含めた自分の生活行動を見直し、自ら安全に配慮するとともに、危険を予測

できる力や的確に行動できる力を高める。 

○ 日ごろの備えを含む自然災害や防犯に対しての心構えや適切な行動がとれる力を育てると

ともに、自己の安全を確保するのみならず、身の回りの人の安全を確保する態度を育む。 

○ 自転車乗車中に交通事故に遭うことが多いことや、加害者になる事故も起こっていることを

踏まえ、交通安全に対する意識を高めさせるとともに、道路を通行する場合は、思いやりをも

って、自己の安全ばかりでなく他の人々の安全にも配慮することの重要性を理解させる。 

○ 応急手当の技能を身に付けたり、学校、地域の防災や災害時のボランティア活動の大切

さについても理解を深め、参加できるようにする。 
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○ 自らの安全の確保はもとより、友人や家族、地域社会の人々の安全にも貢献する大切さ

について一層理解を深める。

○ 心肺蘇生法などの応急手当の技能を高め、適切な手当が実践できる。

○ 安全で安心な社会づくりの理解を深めるとともに、地域の安全に関する活動や災害時

のボランティア活動等に積極的に参加できる。 

  ＜教育課程＞ 

高等学校学習指導要領 総則１の２（３） 

学校における体育・健康に関する指導を，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動

全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を

目指した教育の充実に努めること。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関す

る指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については，保健体育

科，家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教科・科目及び総合的な探究の時間などにお

いてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また，それらの指導を通して，

家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の

実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮

すること。 

＜主に関連する科目等の内容＞ 

教科（科目）等 内容 

保健体育（保

健） 

【交通安全】交通安全を防止するには、車両の特性の理解、安全な運転や歩

行など適切な行動、自他の生命を尊重する態度、交通環境の整備などがかか

わること。また、交通事故には責任や補償問題が生じること。 

【応急手当】適切な応急手当は、傷害や疾病の悪化を軽減できること。応急

手当には、正しい手順や方法があること。また、心肺蘇生等の応急手当は、

傷害や疾病によって身体が時間の経過とともに損なわれていく場合がある

ことから、速やかに行う必要があること。 

（体育） ※ 各運動領域で安全に関する態度の内容を指導する。

地理歴史（地理

Ａ） 

【自然環境と防災】我が国の自然環境の特色と自然災害とのかかわりについ

て理解させるとともに、国内にみられる自然災害の事例を取り上げ、地域性

を踏まえた対応が大切であることなどについて考察させる。 

理科（科学と人

間生活） 

【身近な自然景観と自然災害】身近な自然景観の成り立ちと自然災害につい

て、太陽の放射エネルギーによる作用や地球内部のエネルギーによる変動と

関連付けて理解すること。 

（地学基礎） 【日本の自然環境】日本の自然環境を理解し、その恩恵や災害など自然環境

と人間生活とのかかわりについて考察すること。 

家庭  実験・実習で使用する機械類、刃物類、引火性液体、電気、ガス、火気な

どの取扱いや手入れ、片付けの仕方などの安全指導を行う。 
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総合的な探究

の時間 

安全教育等にかかわる課題を取り上げた学習活動（例：学校や地域の安全、

交通安全、災害安全に関することなど） 

特別活動 目標に沿ったホームルーム活動、生徒会活動、学校行事 

※ ホームルーム活動では以下の点に留意して指導するようにします。

特別支援学校 

＜重点目標＞ 

○ 児童生徒等の障害の状態、発達の段階、特性等及び地域の実態等に応じて、自ら危険な

場所や状況を予測・回避したり、必要な場合には援助を求めたりすることができる。

  ＜教育課程＞ 

■ 幼稚部

特別支援学校幼稚部教育要領（幼稚園教育要領 「健康」より）

健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。

【ねらい】健康，安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け，見通しをもって行動する。 

【内容】危険な場所，危険な遊び方，災害時などの行動の仕方が分かり，安全 に気を付け

て行動する。 

■ 小学部・中学部（特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 総則２の２（３））

学校における体育・健康に関する指導を，児童又は生徒の発達の段階を考慮して，学校

の教育活動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツラ

イフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に，学校における食育の推進並びに体

力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導につ

いては，小学部の体育科や家庭科（知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学

校においては生活科），中学部の保健体育科や技術・家庭科（知的障害者である生徒に対

○ 人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念をもって自他の生命をかけがえのないものとして

尊重する精神と態度や規律ある習慣を確立して、学校内外を含めた自分の生活を見直し、自ら

安全に配慮するとともに、危険を予測できる力や危険を回避し的確に行動できる力を高める。 

○ 日ごろの備えを含め自然災害等に対しての心構えや適切な行動がとれる力を育てるこ

とや、高校生としての自覚に立って自己の安全を確保するのみならず、身の回りの人の安

全を確保する態度をはぐくむ。 

○ 交通安全については、高校生の年齢では、自転車や自動二輪車による事故が多いこと、

自動車の運転や同乗中の事故が少ないことを踏まえ、社会の一員としての自覚と社会的責

任の意識を高める。 

○ 種々の事故の原因となる生活環境や生活行動を自ら見直し、安全の確保や環境の整備に

ついて考えさせ、危険を除去できる自主性、実践的な態度を養う。 

○ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を含む心肺蘇生法など応急手当の技能を高め、適切な手

当が実践できるようにする。 
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する教育を行う特別支援学校においては職業・家庭科）及び特別活動の時間はもとより，

各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間及び自立活動などにおいてもそれぞれ

の特質に応じて適切に行うよう努めること。また，それらの指導を通して，家庭や地域社

会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，

生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。 

＜主に関連する内容＞ 

教科等 内容 

知的障害の特

別支援学校小

学部「生活」 

【危険防止】危ないことや危険な場所について知るとともに、場所

や状況に応じて、自分自身を守れるように適切な行動をとること、

道具の正しい使い方を知ることなど。 

【交通安全】安全に気を付けながら道路を横断すること、信号や標

識の意味を知って守ることなど。 

【避難訓練】訓練の重要性を知ること、教師等の指示に従って避難

することなどを身に付け、災害時に適切な行動ができることなど。 

中学部「保健体

育」 

 自分の発育・発達に関心をもったり、健康・安全に関する初歩的

な事柄を理解したりする。 

＜教育課程＞ 

■ 高等部（特別支援学校高等部学習指導要領 総則２の１の２（３））

学校における体育・健康に関する指導を，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活

動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実

現を目指した教育の充実に努めること。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上

に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については，保

健体育科，家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教科・科目，総合的な探究の時間及

び自立活動（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては，各教科，

道徳科，総合的な探究の時間及び自立活動。）などにおいてもそれぞれの特質に応じて適

切に行うよう努めること。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図り

ながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を 促し，生涯を通じて

健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。 

  ＜主に関連する内容＞ 

 関連教科、道徳（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校）、総合的な

学習の時間、特別活動、自立活動等において、発達の段階を考慮して指導します。 

※ 特別活動（学級活動・ホームルーム活動）では、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校

の指導内容を踏まえ、児童生徒等が持っている力を発揮し、事故や災害から積極的に自ら

の身を守る態度を養えるようにします。
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